
四日市市告示第５１号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第五号の規定により、

次のとおり道路位置指定の変更をしたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建

設省令第４０号）第１０条の規定に基づき公告します。 

平成２９年 ２月１６日 

四日市市長  森 智 広 

 

１ 指定番号： 

第２８－道変－１号 

２ 指定道路の種類： 

第４２条第１項第五号の規定による指定（変更）に係る道路 

３ 指定（変更）の年月日： 

平成２９年 ２月１６日 

４ 既指定道路の位置： 

 四日市市霞二丁目８番の一部、２４番の一部、２６番１の一部 

５ 指定（変更）する道路の位置： 

四日市市霞二丁目２６番１の一部 

６ 指定（変更）する道路の延長及び幅員： 

 延長 ４２３メートル、幅員 ４～９メートル 

 延長 ３１５メートル、幅員  ～６メートル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都市整備部建築指導課） 


